
【対象者・支給額】
　町内に次の対象施設を有する中小企業等※・個人事業主
　※中小企業等：中小企業信用保険法第２条第１項に規定する中小企業者及び特定非営利活動法人

　新型コロナウイルス感染症拡大、令和３年（２０２１年）８月の緊急事態宣言により、特に影響を受ける町
内中小企業及び個人事業者等のうち、北海道による要請・協力依頼のほか、業種別ガイドライン等を遵守し、
感染リスク低減の取組を行いながら、事業継続を行おうとする事業者に対し、町として支援助成金を支給しま
す。

令和３年度感染拡大防止対策支援助成金（８月・９月）のお知らせ

【申請先・お問合せ窓口】

＜申請先＞〒０４６-８５４６（住所不要）　余市町経済部商工観光課

＜申請期限＞令和４年（２０２２年）１月３１日（月）（当日消印有効）

※感染症拡大防止のため、郵送により申請いただくようご協力をお願いします。

＜お問合せ先＞

  　余市町朝日町２６番地 余市町経済部商工観光課　経済対策グループ

　　電話：０１３５-２１-２１２５（直通）　　ＦＡＸ：０１３５-２１-２１４４

　　（受付時間：お電話の場合）午前８時４５分～午後５時１５分（平日）

　＜ホームページ＞

申請書、手引き等は余市町ホームページによりダウンロードできます。

　▶ＴＯＰ▶新型コロナウイルス関連情報▶事業者の皆様へ▶令和 3年度余市町感染拡大防止対策支援助成金

(８月・９月 )について

https://www.town.yoichi.hokkaido.jp/sangyou/jouhou/keieishien/r3_8_9sien.html　

*1 遅くとも、８月３０日（月）から取組を行っていただいている必要があります。
*2 道の特別支援金については、今後、８月分または９月分を対象とする場合を含む
国の持続化給付金は含まれません。

　問合せ　商工観光課 経済対策グループ　 ☎２１―２１２５

ソーシャルネットワーキング
サービス「LINE」の公式アカウ
ントを活用し、災害時の緊急情
報や防災情報などを発信してい
ます。是非、ご活用ください！
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類型 対象施設 支給額

Ａ

道の緊急事態措置の要請に応じ※１、道の支援金の支給を受けている事業者
・飲食店（宅配・テイクアウトを除く）
・遊興施設（キャバレー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を
   受けている店舗）
・結婚式場（食品衛生法により飲食店営業許可を受けているもの）

法人
（中小企業）
　　　一律１０万円

個人
　　　　一律５万円
　

Ｂ 主として、旅館業法における旅館・ホテル営業若しくは、簡易宿所営業の許可を
受けている事業者

Ｃ 主として、酒税法による酒類小売業免許を受けて事業を行っている事業者（主と
して料飲店に酒類販売を行う事業者）

Ｄ これまでに国の一時支援金、国の月次支援金 ( 令和３年９月まで）、または道の特
別支援金※２の支給を受けている事業者


